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高浜発電所４号機の原子炉起動と調整運転開始について

（第１４回定期検査）

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

高浜発電所４号機（加圧水型軽水炉；定格出力８７.０万kW）は、平成15年

４月28日から第１４回定期検査を実施していたが、６月14日に原子炉を起動

し、翌15日に臨界となる予定である。

その後は諸試験を実施し、６月中旬（６月17日頃）に定期検査の最終段階

である調整運転を開始し、７月中旬には経済産業省の最終検査を受けて営業

運転を再開する予定である。

高浜発電所４号機は、今回の調整運転開始から、定格熱出力一定運転 を＊１

実施する。

*1)定格熱出力一定運転:
原子炉熱出力を常に一定(100％)として運転する方法で、海水の温度が下がり、復水器
の性能(熱効率)が良くなる冬季において、これまでの定格電気出力を最大で約６％程度
上回る運転が見込まれる。

１．主要工事等

（図－１参照）(1) １次冷却材ポンプ供用期間中検査等

１次冷却材ポンプの供用期間中検査として、３台(Ａ～Ｃ）あるポン

プ耐圧部の漏えい検査を実施し、健全性を確認するとともに、分解検

査として、Ａポンプのインペラ等の内部部品について点検した。

また、長期的な設備信頼性維持の観点から、昇温、降温時における

振動安定対策として改良型サーマルスリーブに取り替えるとともに、

併せて主軸の取り替えを行った。

（図－２参照）(2) 放射線管理用計測装置検出器取替工事

エリアモニタおよびプロセスモニタ検出器（ＧＭ管検出器）を、保



守性向上の観点から、部品調達が容易で現検出器と同等の性能を有す

る半導体検出器に取り替えた。

(3) 定格熱出力一定運転に伴う運転管理強化

定格熱出力一定運転の導入に当たり、運転管理の信頼性を一層向上

させるため、発電機出力過大を知らせる警報を制御盤に追設する他、

運転情報を管理しているコンピュータのソフト改良や、発電機出力の

監視画面追加を行った。

２．運転期間中に発生したトラブルに係る修繕

(原子炉トリップパーシャル作動他の警報発信）

（図－３参照）(1) １次冷却材高温側温度検出器取替工事

平成14年８月９日、Ｂ－１次冷却材高温側温度検出器（常用と予備

の一体型温度検出器のうち常用側）の不良により「原子炉トリップパ

ーシャル作動」等の警報が発信した。このため、予備温度検出器に切

り替え、当該系統を復旧した。 （平成14年９月６日発表済み）

今定期検査では、不良が認められた温度検出器を同一仕様の新品に

取り替えるとともに、当該制御系について予備から常用の温度検出器

に切り替えた。

不良が認められた温度検出器の詳細調査の結果、温度検出器の先端

にある感温素子部で導通がないことを確認した。このことから、感温

素子部が断線し、温度を検出できなくなったものと推定された。

３．設備の保全対策および点検工事について

（図－４参照）(1) 余熱除去系配管の点検および一部補修工事

国内ＰＷＲプラントのステンレス配管に貼り付けられた塩化ビニー

ルテープが原因で応力腐食割れが発生した事例に鑑み、今定期検査に

おいて、余熱除去系、安全注入系等の配管外表面の点検を行い、塩化

ビニールテープの貼り付け跡が認められた箇所については、浸透探傷

検査を実施した。

点検の結果、１箇所で浸透指示が確認されたため、当該箇所につい

て手入れを行い、指示を除去した。

なお、前回定期検査(第13回定期検査)で配管表面で傷が見つかった

２箇所(深さ測定にて配管の必要肉厚を満足)については、今後の継続

的な点検に伴う作業性等を勘案し、念のため同種配管に取り替えた。



(2) 海塩粒子による応力腐食割れに係る点検

国内プラントにおいて、ステンレス配管に海塩粒子が付着し応力腐

食割れが発生した事例に鑑み、今定期検査において、海塩粒子の付着

しやすい場所にあるステンレス配管を８箇所選定し、目視点検および

配管表面の塩分付着量測定を実施した。

塩分付着量測定の結果、１箇所について、塩分付着量が高いことが

確認されたが、配管表面の肌荒れや錆は認められず問題がないことを

確認した。また、当該配管の表面については、洗浄を行い付着してい

た塩分量を除去した。

（図－５参照）４．蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果

蒸気発生器伝熱管の全数(既施栓管を除き３基で10,099本)について、渦

流探傷検査(ECT)を行った結果、２本の伝熱管(Ａ-蒸気発生器１本、Ｂ-蒸

気発生器１本)の高温側管板拡管部に、有意な欠陥信号が認められた。

原因については、高浜発電所３,４号機での過去の調査結果から、蒸気発

生器製作時に伝熱管を管板部で拡管する際、伝熱管内面で局所的に大きな

引張応力が残留し、これと運転時の内圧とが相まって、伝熱管内面で応力

腐食割れが発生したものと推定された。

対策として、欠陥信号が認められた伝熱管２本は、閉止栓（機械式栓）

を施工し、使用しないこととした。 （平成15年５月22日発表済み）

５．燃料集合体の取替え

燃料集合体全数1 5 7体のうち、81体（うち60体は新燃料集合体）を取

り替えた。

燃料集合体の外観検査（22体）を実施した結果、異常は認められなか

った。

６．次回定期検査の予定
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（参考）

高浜発電所４号機 第14回定期検査で実施している自主点検の例

①１次冷却材ポンプ起動停止時健全性確認

１次冷却材ポンプ全台について、停止時に振動計測および周波数測定を

行い、健全性を確認した。なお、起動時においても同様に確認する。

②原子炉容器上蓋管台貫通部点検工事 （下図参照）

海外発電所のトラブル反映として、原子炉容器上蓋管台貫通部全６６箇

所について、漏えい跡等がないか目視点検を行い、健全性を確認した。

③ポンプ付属配管健全性調査工事

大飯３号機において、ポンプに付属した配管( ﾝ ﾌﾗｯｼﾝ 水配管 )が、ポ プ グ ＊１）

ポンプ自体の振動により破損し漏水した事象に鑑み、ポンプに付属した配

管の固有振動数を計測し、付属配管が共振しないことを確認した。

＊１）ポンプフラッシング水配管
ポンプ軸封部をシールするために供給しているシール水用の配管。




